
給水装置工事に係る取扱指針 

内容現在 令和３年４月１日 
 

          加除（さしかえ）表      追録第２１号 

手順 

種別 
ぬきとるページ 枚数 

追録から加える 

ペ ー ジ 
枚数 加えるところ 

第１部 Ｐ１から２まで １ Ｐ１から２まで １ 目４の次 
Ｐ１３から１４まで １ Ｐ１３から１４まで １ Ｐ１２の次 
Ｐ22 から 22-1 まで １ Ｐ22 から 22-1 まで １ Ｐ２１の次 

第２部 Ｐ３から６まで ２ Ｐ３から６まで ２ Ｐ２の次 
Ｐ１７から１８まで １ Ｐ１７から１８まで １ Ｐ１６の次 
Ｐ４１から４２まで １ Ｐ４１から４２まで １ Ｐ４０の次 
Ｐ４５から４６まで １ Ｐ４５から４６まで １ Ｐ４４の次 
Ｐ４９から５０まで １ Ｐ４９から５０まで １ Ｐ４８の次 
Ｐ６１から６４まで ２ Ｐ６１から６４まで ２ ９中見出しの次 

第３部 
 

目１からＰ６まで ４ 目１からＰ６まで ４ 第３部 見出しの次 
Ｐ９から１０まで １ Ｐ９から１０まで １ Ｐ８の次 

第４部 Ｐ6-11 から 6-12 まで 1 Ｐ6-11 から 6-12 まで １ Ｐ６－１０の次 
第５部 Ｐ１から２まで １ Ｐ１から２まで １ １中見出しの次 

Ｐ１５から１６ １ Ｐ１５から１６ １ ３中見出しの次 

Ｐ２３から２４ １ Ｐ２３から２４ １ ５中見出しの次 
  
これで加除（さしかえ）が終わりましたので，「追録加除整理一覧表」に追録号数 

等を記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 １ 部 

 
 
１．目的 
  この取扱いは，函館市における給水装置工事の適正を図るため，地域の特性を勘 

案し，工事に必要な事項を定める。 

 

１．給水装置工事は，水道法，函館市水道事業給水条例および同施行規程ならび 

 に関係法令に基づき計画，設計，施工するものとする。 

 ２．給水装置の構造および材質は，寒冷地の給水装置として，適正な能力と機能 

  を有するものとする。 

 ３．この取扱いに特に記載していない給水装置の設計施工技術に関する資料は，  

  財団法人給水工事技術振興財団発行，厚生省監修の「給水装置工事の手引き」 

  など給水装置工事関係文献によるものとする。 

 ４．その他，この取扱いに記載されていない事項については，水道事業の管理者 

  （以下「管理者」という。）の定めるところによる。 

 

２．給水装置の概要 
 
 (1) 用語の定義 
 

  ① 給水装置 

    給水装置とは，需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分 

   岐して設けられた給水管およびこれに直結する給水用具をいう。 
 
  ② 給水装置工事 

   ア 給水装置工事とは，給水装置の設置または変更の工事をいう。 

   イ 給水装置の設置とは，新設工事をいう。変更とは，改造，撤去および修繕 

    工事をいう。 

   ウ 工事とは，あらかじめ行う調査から，計画の立案，工事の施工，しゅん検 

    査までの一連の過程の一部または全部をいう。 
 
  ③ 給水装置の種類 

   ア 専用給水装置  一世帯，一事業所または一箇所で使用するもの 

   イ 私設消火栓   消防用に使用するもの 
 
  ④ 配水管 

   ア 配水管とは，管理者が布設し管理する水道施設をいう。 

    (ｱ) 配水本管  口径３００㎜～８００㎜（布設箇所：公道） 

    (ｲ) 配水管   口径２５０㎜～７５㎜（布設箇所：公道および私道） 

    (ｳ) 配水支管  口径５０㎜（布設箇所：公道および私道） 

    (ｴ) 配水小管  口径４０㎜～１００㎜（布設箇所：私道および私有地） 
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  イ 給水装置を設置するために分岐することができる配水管の口径は，２５０ 

㎜以下とする。ただし，管理者が認めた場合は，口径３００，３５０㎜の配 

水管から分岐することができる。 
 
  ⑤ 閉栓 

    閉栓とは，保護ボックス等のボックス類が設置されている状態で，水道メー 

   ター（以下「メーター」という。）を取外し，プラグ止めすることをいう。 

ただし，東部営業所（以下「営業所」という。）管内においては，ボックス設 

置が終了するまでの間，掘削してメーターを取外すことをいう。 
 
  ⑥ 開栓 

    開栓とは，閉栓されて使用中止の状態でボックス類があり，メーター以降が 

   使用可能な既設給水装置に，メーターを取付けることをいう。ただし，営業所 

管内においては，ボックス設置が終了するまでの間，掘削してメーターを取付 

けることをいう。 
 

 (2) 給水装置工事の種類 
 
  ① 新設工事 

   ア メーター設置の有無に係わらず，新たに給水装置を設置する工事 

   イ 既設の給水装置を撤去し，分岐から全て新たに給水装置を設置する工事 
 
  ② 改造工事 

   ア 既設給水装置の管種変更，増設等により原形を変更する工事 

   イ メーター等の位置を変更する工事 

   ウ メーターおよび保護ボックス等のボックス類が設置されていない給水装置 

    に，メーターを設置する工事 

   エ 受水槽式給水の建築物で，既に特例検針を行っている共同住宅等を直結式 

    給水に変更する工事 
 
  ③ 撤去工事 

    給水装置を配水管または他の給水装置の分岐部から取外す工事 
 
  ④ 修繕工事 

   ア 給水管，給水用具等の破損箇所を修理するもので，厚生労働省令で定める 

軽微な変更を除く工事 

(ｱ) 厚生労働省令で定める軽微な変更とは，単独給水栓の取替えおよび補修 

ならびにこま，パッキン等の末端に設置される給水用具の部品の取替え 

（配管を伴わないものに限る。）とする 

    (ｲ) 単独給水栓とは，湯水を混合して吐水する機能を有しない手動により作 

 動する給水栓とする。電気等で作動する自動水栓は含まない 

    (ｳ) 単独給水栓の取替えとは，単独水栓から単独水栓への取替えとするが， 

同型には限定しない 
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⑤ メーターの選定等 

   ア 新たに設置するメーターの器種は，原則として口径１３㎜～４０㎜は「直 
    読式メーター」，口径５０㎜～１００㎜は電子式遠隔表示装置付水道メー

ターおよび口径１５０㎜・２００㎜は電磁式遠隔表示装置付水道メーター

（以下「遠隔式メーター」という。）とする。ただし，営業所管内に設置す

るメーターの器種は，遠隔式メーターとする。 
 イ 管理者が採用するメーターの器種は，次のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ メーター口径 

   メーターは，適正な計量を確保するため，メーター型式別使用流量基準表 
  の範囲内のものを選定する。 
 

 

 

 

直読式

（本体アナログ・デジタル併用表示）

電子式遠隔表示装置付

（本体・受信器液晶デジタル表示）

直読式

（本体アナログ・デジタル併用表示）

電子式遠隔表示装置付

（本体・受信器液晶デジタル表示）

たて形ウオルトマン 直読式

（口径40mm） （本体アナログ・デジタル併用表示）

電子式遠隔表示装置付

（本体・受信器液晶デジタル表示）

統一型たて形ウオルトマン 電子式遠隔表示装置付

（口径50～100mm） （本体・受信器液晶デジタル表示）

電　磁　式 電子式遠隔表示装置付

（口径150・200mm） （本体・受信器液晶デジタル表示）

乾式

電　磁　式 乾式

乾式

水道メーター

軸流羽根車式

乾式接線流羽根車式 単箱（口径13mm）

複箱（口径20・25mm） 乾式
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   オ メーターボックスおよび配管寸法は，次のとおりとする。 

 

 ⑪ 遠隔式メーターの設置等 

  ア 遠隔式メーターの設置は，原則として次のとおりとする。 

   (ｱ) 遠隔式メーター本体の設置は，取替え「および点検が容易にでき，凍結の 

    おそれのない場所とする。 

   (ｲ) 遠隔表示装置は，建物の壁に設置すること。なお，建物の壁等に設置が困 

難な場合は，ポール設置式とすることができる。また，遠隔表示装置設置高 

さは，地上から１.５ｍとする。 

(ｳ) 伝送線の保護管は，ＣＤ管口径２２㎜を使用し，埋設する場合は深度を 

３０㎝以上とし，壁に取付ける場合はサドルバンドで確実に固定する。 

   (ｴ) ポール設置の場合は，管理者の指定するステンレス鋼管口径２５㎜のポー 

    ルを使用し，ＣＤ管との接続にはソケットを使用し，伝送線が貫通するよう 

    組立て，ポールの上端部の防水処理および転倒防止の措置をする。 

   (ｵ) 伝送線の配線総延長は，おおむね７ｍ以内とする。 

   (ｶ) 遠隔式メーターを設置する場合であってもメーターボックスは設置する。 

口径 
メーターのみ設置 メーター・逆止弁設置 逆止弁のみ設置 

摘 要 配管寸法 

(単位mm) 対応ボックス 
配管寸法 

(単位mm) 対応ボックス 
配管寸法 

(単位mm) 対応ボックス 

13mm 332 Ａ－中＋保護ボックス － － － －  

20mm 460 Ａ－中＋保護ボックス 602 

Ｂ－２ 

ＫＢ－２ 
－ －  

Ａ－大＋保護ボックス 

25mm 528 Ａ－大＋保護ボックス 683 

Ｂ－２ 

－ －  
ＫＢ－２ 

40mm 599.5 
Ｂ－２ 

813.5 
ＫＢ－３ 

598.5 

Ｂ－２ 

 
ＫＢ－２ Ｂ－４ ＫＢ－２ 

50mm 916 Ｂ－４ 1,201 Ｔ－１ 641 
Ｂ－２ 

 
ＫＢ－２ 

75mm － － 
－ － 880 ＫＢ－３ 

伸縮継手(2 次側仕切弁

はﾎﾞｯｸｽ外に設置) 

1,360 Ｔ－２ 1,430 Ｔ－２ 
2 次側仕切弁は ,  

ﾎﾞｯｸｽ外に設置 

100mm － － 
－ － 940 Ｂ－４ 

伸縮継手(2 次側仕切弁

はﾎﾞｯｸｽ外に設置) 

1,540 Ｔ－２ 1,490 Ｔ－２ 
2 次側仕切弁は ,    

ﾎﾞｯｸｽ外に設置 

150mm － － 

－ － 1,090 Ｔ－１ 
伸縮継手(2 次側仕切弁 

はﾎﾞｯｸｽ外に設置) 

－ － 1,640 Ｔ－３ 
2 次側仕切弁は ,   

ﾎﾞｯｸｽ外に設置 

1,660 Ｔ－３ － － 
1,2 次側仕切弁は, 

ﾎﾞｯｸｽ外に設置 
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・壁に設置する場合

遠隔表示装置

サドルバンド

埋設部分 埋設部分

遠隔表示装置

・ポール設置する場合

ＣＤ管

ＣＤ管

ポール
（ステンレス鋼管）

遠隔式メーター本体

遠隔式メーター本体

0012632 0012632

※メーターボックス類は省略しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 遠隔式メーターを設置する場合の費用の負担区分は，次のとおりとする。 

    (ｱ) 設置する遠隔式メーター本体，遠隔表示装置およびこれらの付帯品（ボ 

   ルトナット，封印線，封印玉，パッキン等）は，管理者が貸与する。 

    (ｲ) メーターの設置およびその他付帯する工事（保護管の設置など）に係る

費用は，すべて設置者の負担とする。 

      ただし，既設のもので計画取替えによるものは，管理者の負担とする。 
 

 (5) 特殊器具等の設置 
 
  ① 高圧洗車機 

    加圧された洗剤およびワックスの混合水が逆流するおそれがあるため，受水 

槽式（シスタンク等）給水とすること。 
 
  ② 浄水器 

    性能基準は，ＪＩＳＳ３２４１の基準によること。 

なお，浄水器以降の水は，水道水中の溶存物質などを除去するため，給水栓 

から流出する水は，水道水として取扱われない。 

   ア Ⅰ形は，給水栓，他の末端給水器具の一次側直近に取付けて，常時圧力が 

浄水器に作用するため，逆流防止弁を設置すること。 

   イ Ⅱ形は，給水栓の二次側に取付けて，常時圧力が作用しないこと。 
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(3) 本局が所管する区域 
 
  函館市内全域の給水区域（東部営業所管内を含む） 
 
２．申請の手続 
 

 (1) 給水装置工事申込（設計審査申請） 
 
  ① 申請時期と提出手続 

   ア 申請時期 

(ｱ) 給水装置工事申込書は，必要事項を記入のうえ，工事着工前に提出しな 

ければならない。 

    (ｲ) 工事の着工は，給水装置工事承認通知を受けた後に行うこと。 

   イ 提出手続 

(ｱ) 給水装置工事申込書は，給水装置工事の申込と給水装置の設計審査申請 

 を兼ねているので，記入例を参考に作成すること。 

(ｲ) 給水装置工事申込書には，業務課窓口にて事前調査し，打ち合わせした

内容がわかるものを添付すること。 

(ｳ) 給水装置工事申込書を提出するときは，当該箇所が公共下水道処理区域 

 の場合，排水設備計画確認申請書を同時に提出すること。 

(ｴ) 給水装置工事申込書は，給排水指導担当に提出し，手数料納入通知書を

受ける。 

(ｵ) 手数料納入通知書を水道お客さまセンター窓口に提出し，手数料を納入

する。 
 

② 給水装置工事の種別による申込の取扱い 

   ア 新設・改造工事が単独の場合は，それぞれ新設・改造工事とする。 

イ 撤去工事が単独の場合は，撤去工事とする。 

   ウ 新設工事と改造工事が重複する場合は，新設工事とする。 

   エ 新設工事と撤去工事が重複する場合は，新設工事とする。 

   オ 改造工事と撤去工事が重複する場合は，改造工事とする。 
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区 分 

種 別 

 (2) 道路占用許可申請等 

  ① 道路占用許可申請 

    申請書は，申込者が作成し，給水装置工事申込書と同時に給排水指導担当に 

提出する。 

    提出から許可までの日数は，おおむね次のとおりである。 

    国道 １４日    道道 ３０日    市道 １４日 

  ② 道路使用許可申請 

申請書は，設計審査申請者が作成し，所轄警察署へ提出し許可を受け，許可 

書の写しを給排水指導担当に提出する。 

なお，交通止め等の交通規制が予想される箇所は，設計の段階で所轄警察署 

と協議すること。 

提出から許可までの日数は，おおむね５日である。 

  ③ 提出図書および部数 

 道 路 占 用 道路使用 

国 道 道 道 
市 道 

警 察 
新 設 廃 止 

申請書 １部 
１部 
(4 枚) 

１部 
(5 枚複写) 

１部 
(5 枚複写) 

１部 
(2 枚) 

道路占用変更許可内訳書 － ４部 － － － 

工事申請地写真 １部 － － － － 

位置図(住宅地図) １部 ４部 － － ２部 

位置図(1/50,000) １部 ４部 － － － 

位置図 

(道路台帳図 1/500) 
１部 ４部 － － － 

保安施設様式図 １部 ４部 ２部 ２部 １部 

内訳書 － － ３部 ３部 － 

仕様書 １部 ４部 ３部 ３部 ２部 

断面図・平面図・復旧図 

(1/50～1/100) 
１部 ４部 － － 

２部 

（国・道） 

断面図・平面図・復旧図 

位置図(1/50～1/100) 
－ － ３部 ３部 

２部 

(市) 

縁石等標準図 － － １部 １部 － 

理由書(3年規制道路掘削) － － ２部 ２部 － 

理由書(廃止管) － － － ２部 － 

占用工事着手・しゅん工届 １部 １部 １部 １部 － 

※ 国道についてはデータでの提出も可能とする。 
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④ 工事関係所管官公署 
 

所 管 事 項 所 管 官 公 署 等 電 話 

道路占用許可  国道 函館開発建設部 函館道路事務所管理係 ㈹４９－２６３１ 

道路占用許可  道道 函館建設管理部 事業室事業課施設保全室 ㈹４５－６５００ 

道路占用許可  市道 

函館市土木部   道路管理課占用担当 

函館市戸井支所  産業建設課 

函館市恵山支所  産業建設課 

函館市椴法華支所 産業建設課 

函館市南茅部支所 産業建設課 

㈹２１－３４１０ 
８２－２１１５ 

㈹８５－２３３１ 
㈹８６－２１１１ 
㈹２５－５１１１ 

道路占用許可 港湾道 函館市港湾空港部 管理課 ２１－３４８７ 

道路使用許可 全路線 
函館中央警察署 交通課道路使用係 ㈹５４－０１１０ 

函館西警察署  交通課企画規制係 ㈹４２－０１１０ 

上水道 維持担当 
函館市企業局 上下水道部管路整備室水道 

              管路等維持担当 

㈹２７－８７５３ 

下水道 維持担当 
函館市企業局 上下水道部管路整備室下水道 

管渠維持担当 

㈹２７－８７５１ 

都市ガス 
立会依頼 

北海道ガス(株) 函館支社 供給グループ ㈹４１－３１７５ 
切損事故補修 

 電気 

  地下ケーブル立会 

北海道電力(株) 函館支店 

           営業部配電グループ 

函館電力所送電グループ 
          （特別高圧ケーブル） 

 

㈹２２－４１１１ 

 ４３－６４１１ 

 電話 

  地下ケーブル立会 

(株)ＮＴＴ東日本－北海道 北海道南支店 

埋設部門 函館サービスセンター 
 ８６－５５５４ 

 消防関係 

建物消火設備 

団地内消火栓 

函館市消防本部 

               予 防 課 

               警 防 課 

 

 ２２－２１４４ 

２２－２１４６ 
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 (3) メーターの受渡し 
 

① 払出し時期  

    メーターの払出しは，工事完成後「給水装置工事検査申請書」および所定の 

   届出書の提出後とし，祝日および年末年始（函館市職員の休日および休暇に関 

する条例第２条第１項に規定する休日）を除き月曜日から金曜日までの午前 

８時４５分から午後５時までの間とする。ただし，次項ウ，エ，オに該当する 

場合は，先出しとすることができる。 

 

  ② 受渡し手続 

   ア メーター受取りのみの場合 

(ｱ) 申請者は，「給水装置工事検査申請書」，「水道メーター払出請求書」 

および「水道使用開始申込書」を給排水指導担当に提出し，完成立会検査 

日を「給排水立会検査予定台帳」および「水道メーター払出請求書」に記 

入すこと。 

(ｲ) 給排水指導担当は，「給水装置工事検査申請書」を受け付け，「手数料 

納入通知書」を作成する。「水道メーター払出請求書」に「給水装置工事 

検査申請書」提出済みの確認印を押し，「水道使用開始申込書」と併せ計 

３点を申請者に渡す。 

(ｳ) 申請者は，「手数料納入通知書」を水道お客さまセンターに提出し手数 

料を納入すること。 

(ｴ) 申請者は，手数料納入後，同窓口に「水道メーター払出請求書」および 

「水道使用開始申込書」を提出すること。 

(ｵ) 水道お客さまセンターは，「水道メーター払出請求書」に完成立会検査 

日が記入されていることを確認し，メーターを払出す。 
 

   イ メーターの返納が伴う場合 

(ｱ) 新メーターの設置と旧メーターの返納が伴う工事では， ｢水道使用開始 

申込書」，「水道使用廃止届」，「水道メーター払出請求書」，「水道メ 

ーター返納書」により，新旧メーターの受取りと返納を同時に行うことを 

原則とする。 

(ｲ) メーターの口径変更等で返納および受取りを同時にできない場合，「水 

道使用廃止届」，「水道メーター返納書」の提出および旧メーターの返納 

は，新メーターの受取りから５日以内（土日祝日を除く。）とすること。 
 

   ウ パイプシャフト内にメーターを設置する場合 

(ｱ) 中層および中高層建築物の直結給水を行う場合は，事前に逆止弁部およ 

びパイプシャフト内配管の立会検査を受けること。 

(ｲ) 受水槽式給水の共同住宅等で特例検針を行う場合は，事前にパイプシャ 

フト内配管の立会検査を受けること。 

(ｳ) メーターの払出し時期は次の表のとおりとする。    
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  ⑤ 手数料の額 
 

   ア 指定申請手数料 
 

項  目 単 位 指定申請作業 

新規手数料 円/件 １０,０００ 

更新手数料 円/件 ８,０００ 

 

   イ 一般工事の手数料 
 

    (ｱ) 設計審査手数料（申請１件につき） 

項  目 単 位 ２５mmまで 
２５mm を超え

５０mmまで 

５０mmを 

超えるもの 

改造または 

撤去の工事 
備  考 

手 数 料 円/件 ３,９００ ５,８００ ８,３００ ２,０００  

 

    (ｲ) 工事検査手数料（水道メーター１個につき） 

項  目 単 位 ２５mmまで 
２５mm を超え

５０mmまで 

５０mmを 

超えるもの 

改造または 

撤去の工事 
備  考 

手 数 料 円/個 ６,０００ ８,２００ １０,４００ ４,１００  

 

   ウ 開発行為等の手数料 
 

    (ｱ) 設計審査手数料（申請１件につき） 

項  目 単 位 ２５mmまで 
２５mm を超え

５０mmまで 

５０mmを 

超えるもの 
備    考 

手 数 料 円/件 ３,９００ ５,８００ ８,３００  

 

    (ｲ) 工事検査手数料（工事延長当り） 

項  目 単 位 

２５mmまで ２５mmを超え５０mmまで ５０mmを超えるもの 

工事延長20ｍ 

までの分 

工事延長 20ｍ 

を超える分 

(20ｍ増すごとに) 

工事延長 30ｍ 

までの分 

工事延長 30ｍ 

を超える分 

(30ｍ増すごとに) 

工事延長 40ｍ 

までの分 

工事延長 40ｍ 

を超える分 

(40ｍ増すごとに) 

手 数 料 円/件 ４,７００ ３,５００ ７,２００ ５,４００ １０,０００ ７,６００ 
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 (2) 給水装置工事に関する申請等の取扱い 
 

  ① 給水装置工事１件の申込みの中に工事内容が２種類以上含まれた場合 
 

   ア 新設，撤去の場合は，新設１件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 改造，撤去の場合は，改造１件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ウ 新設と改造の場合は，新設１件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ただし，Ｅ宅とＤ宅の給水装置の所有者が異なる場合や，完成時期が 

異なる場合等は，それぞれを別に申込むものとする。 

Ａ　宅 Ａ　宅
M

（撤去）（新設）

M

M

（撤去）（改造）

Ｃ宅Ｂ宅

M M

Ｂ宅

M

M

Ｄ宅

（新設）

（改造）M

Ｄ　宅 Ｅ宅

M M
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第３号様式 
 

中層建築物直結給水に関わる維持管理届 
 

  年  月  日 

  函館市公営企業管理者 企業局長 様 

 

申 請 者  住所            

( 所有者 )   氏名          印 

 

                           電話 

 

直結給水に関わる維持管理について 
 

 このことについて，下記の建物に関わる直結給水装置の管理責任者を次のとおり定 

め，維持管理については，函館市指定給水装置工事事業者と契約し，下記の事項を遵 

守します。 

給水装置設置場所  函館市     町    丁目    番    号 

建築物名称        

建築物の用途     階建 住宅   戸 一般用  戸 計  戸 

 

記 
 

建  物  の 

管 理 責 任 者        

住所  函館市     町    丁目   番   号 

氏名  電話  

維 持 管 理 者        
(指定給水装置工事事業者) 

住所  函館市     町    丁目   番   号 

氏名  電話  
 
［遵守事項］ 
 
 １．申請者は管理責任者に変更が生じた場合は，速やかに管理者に届け出ること。 

 ２．管理責任者は，指定給水装置工事事業者に変更が生じた場合は，速やかに管 

  理者に届け出ること。また，給水装置に異常を認めた場合は，速やかに指定給 

  水装置工事事業者に連絡すること。 

 ３．維持管理者（指定給水装置工事事業者）は，管理責任者から修繕等の申込み 

  を受けた場合は，速やかに措置を講ずること。 

 ４．管理責任者は，給水装置の逆止弁の保守点検と漏水調査を１年に１度実施す 

ること。 

－４１－ 
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イ 給水設備の現地確認内容 

    (ｱ) 参考メーター設置箇所 

(ｲ) 各戸メーター設置箇所 

(ｳ) 受水槽および配管状況 

 

 (7) 特例検針に係る協議 
 
  ① 設計審査と同時に特例検針を申請するときは，申請前に受水槽以下の設計図 

   書等により事前に管理者と協議を行うこと。 
 
  ② 「受水槽式給水の共同住宅等の特例検針認定申請書」に受水槽以降の給水設 

   備関係図書を参考として添付し，提出すること。 
 
  ③ 提出する受水槽以降の参考図書は，次のとおりとする。 

   ア 位置図，建物平面図，配管系統図，配管立体図，パイプシャフト詳細図， 

    メーター設置図 

   イ 受水槽等詳細図およびポンプ・受水槽配管図 

   ウ その他管理者が必要と認める書類 
 

 (8) 協定書の取り交し等 
 
  ① ｢給水装置工事申込書｣および特例検針に伴う協定書等の関係書類を提出し， 

   設計審査および受水槽以降の給水設備関係図書の確認の結果，基準に適合して 

いる場合は特例検針を認める。 
 

② 現地確認および水質検査の結果後，管理者が定める「協定書」を取交わす。 

    なお，協定書は２通作成し，各自その１通を保有するものとする。 
 
  ③ 管理責任者の変更届 

    協定を結んだ管理責任者に変更があった場合は，「管理責任者変更届」によ 

   り届け出ること。 
 

 (9) メーターの払出し 
 

メーターは，第２部「メーターの受渡し」の取扱いにより，払出しする。 
 

 (10) 維持管理 
 
  ① メーターの維持管理 

   ア メーターの貸与を受けた者は，き
．
損，亡失のないよう善良な注意をもって 

    管理すること。 

   イ 貸与を受けたメーターをき
．
損または亡失した者は，弁償しなければならな 

    い。    

ウ 冬期間の凍結を防止するため，適切な保温を行うこと。また，長期不在に 

 なる場合は，住居等の水抜きを行うこと。 

     

－４５－ 



② 受水槽以下の給水設備の維持管理 

   ア 管理責任者は，受水槽以下の設備について，善良な注意をもって水質の汚 

染または漏水のないよう維持管理すること。 

イ 管理責任者は，貯水槽水道の取扱いおよび関係法令等を遵守し，適正な管 

理を行い，水質の安全を図ること。 

   ウ 前項の清掃を行うときは，事前に清掃用水の使用について「受水槽清掃用 

    水使用申込書」を提出し，管理者の許可を受けなければならない。 

     また，使用後は，「受水槽清掃用水使用報告書」を提出する。使用水量料 

    金は，水売却の取扱いにより，申込者に請求する。 

   エ 検針の結果，異常があるときは点検調査を行う。点検により異常が確認さ 

    れたときは管理者の指示に従い適正な措置を講じること。 

   オ 参考メーターと各戸メーターの合計に差水量が発生し，原因が漏水等によ 

    る場合は，速やかに修繕を行うこと。 

   カ 受水槽以下の給水設備を変更する場合は，事前に管理者と協議しなければ 

    ならない。協議には申請様式を定めず，審査，検査手数料の徴収をしない。 

キ 既に特例検針を受けている共同住宅等で，用途変更等を行う場合は，特例 

    検針の対象外となることから，該当する給水系統の直結切替工事を行うこと。 

この場合，改造工事として申請し，管理者の設計審査を受けること。 
  

 (11) 認定の廃止 

   管理責任者は，特例検針を廃止しようとするときは，速やかに管理者に「受水 

  槽式給水の共同住宅等の特例検針廃止届」を提出しなければならない。 
 

 (12) 認定の取消し 

   管理者は，管理責任者が協定書に記載された事項を履行しないとき，または指 

  示に従わないときは，認定を取消すことができる。 
 

 (13) 水道料金等の徴収 
 
  ① 検 針 

    管理者は，共同住宅等の受水槽以下の各戸ごとに設置したメーターと参考メ 

   ーターを隔月ごとに１回検針する。ただし，管理者が必要と認めるときは，毎 

   月または随時検針する。 
 
  ② 水道料金等の徴収 

    水道料金等は，使用者から徴収する。その他，料金等に関する取扱いは，函 

   館市水道事業給水条例および函館市下水道条例の規定による。 
 

 (14) その他 

   この取扱いに定めのない事項については，管理者が別に定める。 
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 （メーターの設置基準） 

第５条 メーターの設置基準は，次のとおりとする。 

 (1) 参考メーターは，原則として検針，点検が容易にできる屋外とす 

  る。 

 (2) 各戸メーターは，廊下または踊場等に面した位置で検針，取替が 

  容易であり，かつ，凍結のおそれがないパイプシャフト等に設置す 

  る。 

 (3) メーター設置配管は，原則としてメーター上流側から伸縮型甲止水栓，メー 

ター，ユニオン付水抜きバルブ（逆止機構付）の順に設置すること。 

 (4) メーターは，給水栓より低い位置に水平に設置すること。 

 (5) 建物の出入口またはパイプシャフト等の扉が施錠され，出入りま 

  たは開閉できないときは，管理する者を常駐させること。ただし, 

  常駐させることができない場合は，代替措置を講じること。 

 

 （メーターの維持管理） 

第６条 乙は，メーターの維持管理を次のとおり行うこと。 

 (1) き
．
損または亡失のないよう善良な注意をもって管理すること。 

 (2) き
．
損または亡失したとき，乙は弁償をしなければならない。 

 (3) 冬期間の凍結を防止するため，適切な保温を行うこと。また，長 

  期不在の住居等は，水抜きを行うこと。  
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 （給水設備の維持管理） 

第７条 乙は，受水槽以下の給水設備の維持管理を次のとおり行うこと｡ 

 (1) 善良な注意をもって水質の汚染，または漏水のないように管理す 

  ること。 

 (2) 貯水槽水道の取扱および関係法令等を遵守し，適正な管理を行い, 

水質の安全を図ること。 

 (3) 受水槽等の清掃を行うときは，事前に清掃用水の使用について受 

  水槽清掃用水使用申込書（第４号様式）により甲に届け出て許可を 

  受け，使用後は受水槽清掃用水使用報告書（第５号様式）を提出し 

  なければならない。 

   使用水量料金は，甲の定める水売却の取扱により，受水槽清掃用 

  水使用申込者に請求する。 

 (4) 受水槽以下の給水設備を変更する場合は，事前に甲と協議しなけ 

  ればならない。協議には申請様式を定めず，審査，検査手数料は徴 

  収しない。 

 

 （異常水量の取扱） 

第８条 検針の結果，水量に異常があるときは甲が点検調査を行うこと 

 ができる。 

２ 異常が確認されたとき，または参考メーターと各戸メーターの合計 

 水量に差が生じた場合，乙は速やかに修繕等を行うこととする。 

 

 （認定の廃止） 

第９条 乙は，特例検針を廃止しようとするときは，速やかに特例検針 

 廃止届（第６号様式）を提出しなければならない。 

 

（認定の取消） 

第 10 条 甲は，乙が協定書に記載された事項を履行しないとき，または 

 甲の指示に従わないときは，認定を取り消すことができる。 
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９．貯水槽水道の取扱い 
 

(1) 目的 

   貯水槽水道については，管理の不徹底に起因して，しばしば衛生上の問題が発 

  生し，水質面での不安を感じる利用者が多いことから，水の供給者である管理者 

が，供給規程に基づき，貯水槽水道の設置者に適正な管理を行わせるため，次の 

取扱いを定める。 
 

(2) 用語の定義 

この取扱いにおいて，用語の定義は次のとおりとする。 

  ① 「貯水槽水道」とは，水道法第１４条第２項第５号に規定する水道事業の用 

   に供する水道及び専用水道以外の水道であって，水道事業の用に供する水道か 

   ら供給を受ける水のみを水源とするものをいう。（簡易専用水道を含め，水槽 

   の規模によらない建物内水道の総称として定義） 

② 「簡易専用水道」とは，水道法第３条第７項に規定するものとし，水道事業 

 の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合 

 計が１０㎥を超えるものをいう。 

③ 「小規模貯水槽水道」とは，水道法第１４条第２項第５号に規定するものと 

 し，水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の 

 有効容量の合計が１０㎥以下のものをいう。 

④ 「供給規程」とは，管理者と水道の需要者との給水契約の内容を示すもので 

 あり，函館市水道事業給水条例をいう。 
 

(3) 貯水槽水道の責任に関する事項 

① 管理者が行うこと 

   ア 貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは，貯水槽水道の設置者 

    に対し，指導，助言および勧告を行うことができるものとする。 

   イ 貯水槽水道の利用者に対し，貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うも 

    のとする。 

② 設置者が行うこと 

   ア 簡易専用水道の設置者は，法第３４条の２の規定に基づき，当該簡易専用 

    水道を管理し，およびその管理の状況に関する検査を受けなければならない。 

   イ 小規模貯水槽水道の設置者は，簡易専用水道に準じて，当該貯水槽水道を 

    管理し，およびその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならな 

    い。 
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(4) 管理者による指導，助言，勧告 

  ① 指導 

    貯水槽水道の管理について，貯水槽の清掃をした方が良いと判断した場合等， 

   設置者に対して定期的な清掃等を伝え，管理の充実について理解を得ようとす 

   ること。 

② 助言 

    指導にも拘わらず，貯水槽水道の設置者が充分な管理を行っていない場合， 

   このまま放置することにより問題となる事項等を説明し，再度管理の充実につ 

   いて理解を得ようとすること。 

  ③ 勧告 

    再三の指導，助言にも拘わらず改善が行われない場合の，水道事業者として 

   の最終的な対応で，この場合，保健所からも指示，命令等が行われる可能性が 

   あることを伝える。 
 

［参考］函館市保健所の指導等 

 「函館市簡易専用水道取扱指針」，「函館市簡易専用水道の管理に関する 

 事務処理要領」および「函館市飲用井戸等衛生対策要領」による。 
 

(5) 管理者による利用者への情報提供 

① 貯水槽水道を経由する水道水の仕組みや構造等 

② 利用者からの依頼に基づき，簡易水質チェック（色，濁り，臭い，味，残留 

塩素）および貯水槽施設への立ち入りした場合の状況等 

  ③ 検査機関の紹介 

  ④ 情報提供の方法（函館市公式ホームページ，企業局だより等） 
 

(6) 簡易専用水道の設置者による貯水槽水道の管理および検査 

   法第３４条の２で定める規定に従い行うこと。 
 

(7) 小規模貯水槽水道の設置者による貯水槽水道の管理および自主検査 

   貯水槽水道の管理およびその管理の状況に関する検査は，次によるものとする。 

①  次に掲げる管理基準に従い，管理すること。 

ア 水槽の掃除を毎年１回以上定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物，汚水等によって水が汚染されるのを防止するために 

 必要な措置を講ずること。 

   ウ 給水栓における水の色，濁り，臭い，味その他の状態により供給する水に 

    異常を認めたときは，水質基準に関する厚生労働省令の表の上欄に掲げる事 

項のうち必要なものについて検査を行うこと。 

   エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは，直ちに 

    給水を停止し，かつ，その水を使用することが危険である旨を関係者に周知 

    させる措置を講ずること。 
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・第三者機関による検査の受検
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・簡易専用水道に準じた管理
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・適切な管理，検査受験の指導
・施設への立入，改善の助言，勧告

・簡易専用水道に準じた指導

・検査結果に基づく改善指導
・給水停止命令
・報告徴収，立入検査

情報提供

函
館
市
保
健
所

水道事業者と連携した
取組の強化

地域の実情に応じた
積極的な関与

指針・要領による指導

給水契約

給水契約

･施設の管理状況等

３

３

②  ①の管理に関し，毎年１回以上定期に，小規模貯水槽水道の設置者が給水栓 

   における水の色，濁り，臭い，味に関する検査および残留塩素の有無に関する 

   水質の検査を行うこと。 
 
  ［参考］自主検査 

      簡易専用水道の設置者に対しては水道法上の規制があり，小規模貯水槽 

     水道の設置者に対しては，法令上の義務付けはなく供給規程によって簡易 

     専用水道の管理に準じて行うよう努めなければならないこととなっている。 
 

（8）貯水槽水道の管理の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（9）その他 

   この取扱いに定めない事項については，管理者が別に定める。 
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第３部 給水装置工事材料の取扱い 
 

 １．給水装置の構造および材質                      １ 

  (1) 給水装置の構造および材質の法的基準（水道法施行令第 6条）     １ 

  (2) 性能基準７項目の解説                       １ 
 

 ２．給水装置工事材料の性能基準の区分                  ２ 
 

 ３．給水装置工事材料の性能基準適合品の証明方法             ３ 
 

 ４．給水装置工事材料の性能基準適合品の認証および確認方法        ４ 
 

 ５．給水装置工事材料の性能基準適合品の表示               ５ 

  (1) 適合性の表示方法                         ５ 

  (2) 日本水道協会品質認証センター(第三者認証機関)の品質認証マーク   ５ 

   ① 基本基準適合品に使用する認証マーク               ５ 

   ② 特別基準適合品・技術的基準適合品に使用する認証マーク      ６ 

  (3) 第三者認証機関の共通認証マーク                  ６ 

  (4) 自己認証品の基準適合証印                     ７ 
 

 ６．給水管および給水用具の指定(配水管等の取付口から水道ﾒｰﾀｰまで)    ９ 

  (1) 管および継手類                          ９ 

  (2) 分岐用具                             ９ 

  (3) 栓・バルブ類                           ９ 

  (4) その他                             １０ 

 

  参考資料  給水装置の構造及び材質の基準（施行令，省令）      １１ 
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第 ３ 部 
 
１．給水装置の構造および材質 
  水道事業者は，当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質 
が政令で定める基準に適合していないときは，供給規程の定めるところにより，そ 
の者の給水契約の申込を拒み，又はその者が給水装置をその基準に適合させるまで 
の間その者に対する給水を停止することができる。（水道法第１６条） 

 

 (1) 給水装置の構造および材質の法的基準（水道法施行令第６条）  
  ① 配水管への取付口の位置は，他の給水装置の取付口から三十センチメートル 

以上離れていること。 
  ② 配水管への取付口における給水管の口径は，当該給水装置による水の使用量 

に比し，著しく過大でないこと。 
  ③ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連絡されていないこと。 

④ 水圧，土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し，かつ水が汚染され，又 
は漏れるおそれがないものであること。 

  ⑤ 凍結，破壊，浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 
  ⑥ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 
  ⑦ 水槽，プール，流しその他水を入れ，又は受ける器具，施設等に給水する給水 

装置にあつては，水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。  
※ ④，⑤，⑦は給水停止条件となる。 

  

(2) 性能基準７項目の解説  
  給水装置の構造および材質の基準に関する厚生労働省令により個々の給水管およ 
 び給水用具が満たすべき性能基準は，次の７項目となる。 

基準項目 解    説 

①耐圧性能 水道の水圧により給水装置に水漏れ，破壊等が生じることを防止す

るためのもの。 

②浸出性能 給水装置から金属等が浸出し，飲料に供される水が汚染されること

を防止するもの。 

③水撃限界性能 給水用具の止水機構が急閉止する際に生ずる水撃作用により，給水

装置に破壊等が生ずることを防止するためのもの。 
④防食性能 酸，アルカリおよび漏えい電流による侵食を防止するもの。 

⑤逆流防止性能 給水装置からの逆流により，水道水の汚染や公衆衛生上の問題が生

ずることを防止するためのもの。 

⑥耐寒性能 給水用具間の水が凍結し，給水用具に破壊等が生ずることを防止す

るためのもの。 

⑦耐久性能 頻繁な作動を繰り返すうちに弁類が故障し，その結果給水装置の耐

圧性，逆流防止等に支障が生ずることを防止するためのもの｡ 
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※ この性能基準に適合する給水装置工事材料は，すべて使用できる。しかし，性能 
基準に適合しない給水装置工事材料を使用した場合は，給水拒否または給水停止の 

 要件となる。 
 
２．給水装置工事材料の性能基準の区分 
  ７項目の性能基準は，すべての給水装置工事材料に一律に適用するものではなく， 
 性能基準ごとに，その確保が不可欠な材料に限定して適用するものである。 
  参考として次の表に性能基準ごとに適用する給水装置工事材料を示す。 
 

性能基準 適用する給水装置工事材料 

耐圧性能 すべての給水管および給水用具 
（最終の止水機構の流出側に設置されるものを除く） 

浸出性能 

飲料に供される水に接触する可能性のある給水管および給水用具 
［適用対象の用具例］ 
〇給水管 
〇末端給水用具以外の給水用具 
 ・継手類 
 ・バルブ類 
 ・受水槽用ボールタップ 
 ・先止め式瞬間湯沸器および貯蔵湯沸器 
〇末端給水用具 
 ・台所用，洗面所用等の水栓 
 ・元止め式瞬間湯沸器および貯蔵湯沸器 
 ・浄水器，自動販売機，冷水器 
 銅合金を使用している給水用具などは，平成１５年４月１日施行の鉛

に係る水質基準を満たすものでなければならない。 

水撃限界性能 

 水撃作用を生じるおそれのある給水用具であり，具体的には水栓，

ボールタップ，電磁弁，元止め式瞬間湯沸器等がこれに該当する。 
 なお，水撃作用を生じるおそれがあり，この基準を満たしていない給

水用具を設置する場合は，別途，水撃防止用具を設置するなどの措置を

講じなければならない。 
逆流防止性能  逆止弁，減圧式逆流防止器，逆流防止装置内蔵型の給水用具 

負圧破壊性能 
 バキュームブレーカー，負圧破壊装置内蔵型の給水用具，吐水口空間

により逆流を防止する構造の給水用具 
（ボールタップ付ロータンク，自動販売機，冷水器） 

耐寒性能 

 凍結のおそれのある場所において設置される給水用具 
 なお，凍結のおそれのある場所においてこの基準を満たしていない給

水用具を設置する場合は，別途，断熱材で被覆するなどの凍結防止措置

を講じなければならない。 
耐久性能 減圧弁，逃し弁，逆止弁，空気弁，電磁弁等 
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３．給水装置工事材料の性能基準適合品の証明方法 
  給水装置工事材料の性能基準適合の証明は，製造業者等が自らの責任において行 
う自己認証が基本とされるが，第三者機関が製造業者等との契約により，認証する 
第三者認証も有効とされている。 

 
自己認証 第三者認証 

〇 製造業者は，自らの責任のもとで性 
 能基準適合品を製造し，若しくは輸入 
 することのみならず，性能基準適合品 
 であることを証明する方法。 
 
〇 この証明については，製造業者等が 
 自らまたは，製品試験機関等に委託し 
 て得たデータ，作成した資料等により 
 行う。 
 
〇 具体例としては， 
・ 自社検査証印等の表示を製品等に行 
 う。 
・ 性能基準を満たす試験証明書および 
 製品品質の安定性を示す証明書を種類 
 ごとに指定給水装置工事事業者に提示 
 する。 
 等が考えられる。 
 
〇 性能基準適合であることの証明方法 
 の基本となる。 

〇 中立的な第三者機関が，製造業者等 
 との契約により，製品試験，工場検査 
 等を行い，基準に適合しているものに 
 ついては基準適合品として登録し，認 
 証製品であることを示すマークの表示 
 を認める方法。 
 
〇 これは製造業者等の希望に応じて， 
 任意に行われるものであり，義務付け 
 られるものではない。 
 
〇 欧米諸国においては，一般的に実施 
 されている。 

 
※ 性能基準適合品の確認方法 
 ・厚生労働省給水装置データーベースページ 
 ・日本水道協会品質認証センター品質認証検索ページ 
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４．給水装置工事材料の性能基準適合品の認証および確認方法 

  現時点における日本産業規格品，日本水道協会規格品等の各種材料の性能基準 

 適合に関する証明方法の動き，その確認方法について次のフロー図を示す。 
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５．給水装置工事材料の性能基準適合品の表示 
  規格および仕様品以外の製品については，製品に求められているすべての性能基 
準の項目について基準を満たしている適合性の表示方法として，消費者や工事事業 

 者が確認しやすい任意の方法で，製品，梱包材，説明書等に自ら自社検査証印およ 
 び認証マークが表示される。 
  しかし，その表示行為はあくまでも製造業者の任意であることから，表示のない 
 製品については性能基準適合性の証明ができる試験証明書等の提出により確認する 
 ものとする。 
 

 (1) 適合性の表示方法 
 
      適合性の表示方法（シールまたは印刷および打刻，鋳出し等） 

 日本産業規格 
日本水道協会 

品質認証品 
自己認証品 函館市仕様品 

給水管および 

給水用具 
JISマーク 

JWWA品質認証マーク 自社検査証印 

JWWA 検査証印等 

表示なし※ 表示なし※ 

                             ※表示の有無は任意 

 
 (2) 日本水道協会品質認証センター（第三者認証機関）の品質認証マーク 
  日本水道協会品質認証センターで認証した製品は，品質認証マークとして基本基 
 準適合品に表示するマークと特別基準適合品・技術的基準適合品に表示するマーク 
 に分別される。 
  基本基準適合品とは，水道法第１６条に基づく給水装置の構造および材質に関す 
 る基準に適合した製品をいう。 
  特別基準適合品とは，基本基準に他の性能項目についての基準を付加した基準で 
 あって，品質認証センターが認めた規格であり，ＪＷＷＡ規格等が該当する。 
  技術的基準適合品とは，水道事業用の資機材や薬品が厚生労働省令で定める基準 
 に適合したものをいう。 
  なお，ＪＩＳマーク表示品については，品質認証センターでの認証はしないとさ 
 れている。 
  品質認証マークは，シールまたは印刷のほか打刻，鋳出しまたは押印等で表示さ 
れ，品質認証マーク種類および基本の形状・寸法は次のとおりである。 

 
  ① 基本基準適合品に使用する認証マーク 
   ア シールまたは印刷による場合の基本の形状・寸法および色調 
 
 
 
 

推奨色調（地色 青色，文字 銀色） 
 

JWWA 10㎜

25㎜

JWWA寒 10㎜

25㎜

JWWA共 10㎜

25㎜
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イ 打刻，鋳出しによる場合の種類および基本の形状・寸法 
  

種類 刻印，ゴム印，鋳出し，印刷等 

形状・寸法 ４mm ６mm ９mm 

外枠・寸法 ６mm ８mm １１mm 

 
  ② 特別基準適合品・技術的基準適合品に使用する認証マーク 
   ア シールまたは印刷による場合の基本の形状・寸法および色調 
 
 
 
 
 
           推奨色調（地色 青色，文字 金色） 
 
   イ 打刻，鋳出しによる場合の種類および基本の形状・寸法 
 

種類 刻印，ゴム印，鋳出し，印刷等 

形状・寸法 ４mm ６mm ９mm 

外枠・寸法 ６mm ８mm １１mm 

 

  ③ 記号の説明 

          日本水道協会記章 

   ＪＷＷＡ   Ｊａｐａｎ Ｗａｔｅｒ Ｗｏｒｋｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

   寒      寒冷地仕様製品 

   共      一般・寒冷地用共用仕様製品 

 

 (3) 第三者認証機関の共通認証マーク 

 

 

共通認証マーク 

 

 

 

 

 

(社)日本水道協会 

 

 

 

 

 

(財)日本燃焼器具検査協会 

 

 

 

 

 

(財)電気安全環境研究所 

 

 

 

 

 

(財)日本ガス機器検査協会 

 

 このマークは，第三者認証機関である以下の４機関の共通認証マークとして，製品 
に求められる「性能基準」（耐圧，浸出，水撃限界，逆流防止，負圧破壊，耐久，耐 
寒）に適合した製品に表示される。 
 

水道法基準適合

水道法基準適合

ＪＷＷＡ

水道法基準適合

水道法基準適合

10㎜

25㎜

JWWA

外枠寸法形状寸法

外枠寸法形状寸法
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６．給水管および給水用具の指定（配水管等の取付口から水道メーターまで） 
 
 (1) 管および継手類 

品   名 規 格 等 形状寸法・種類 摘   要 

水道用ダクタイル鋳鉄管 

JWWA G 120 

JWWA G 113 

JWWA A 113 

φ75～250 GX形 
φ75～250 K形・NS形 

モルタルライニング 

 

(JIS G 5526) 

(JIS A 5314) 

(JIS G 5526) 

(JIS G 5528) 

(JIS G 5527) 

(JIS G 5528) 

 

※φ300 以上につい

ては，事前に管理者

と協議を要する 

 

埋設用 

JWWA G 120 

JWWA G 113 

JWWA G 112 

φ75～250 GX形 
φ75～250 K形・NS形 

内面エポキシ樹脂粉体塗装 

水道用ダクタイル鋳鉄異形管 
JWWA G 121 

JWWA G 114 

JWWA G 112 

φ75～250 GX形 
φ75～250 K形・NS形 

内面エポキシ樹脂粉体塗装 

水道用ポリエチレン管 JIS K 6762 φ13～50第 1種二層管(軟質) 

水道用ポリエチレン管金属継手 

JWWA B 116 

(B形) 
φ13～50 

JWWA B 116 

準拠品 

φ13～25 オネジ付エルボ 
メネジ付エルボ 

 

水道用ライニング鋼管 
JWWA K 116 

JWWA K 132 

φ13～50 塩化ビニルまたは 
ポリエチレン粉体塗装等 

VD・PD 埋設用 

水道用ライニング鋼管継手 JWWA K 150 
φ13～50 塩化ビニルまたは 

ポリエチレン粉体塗装等 

水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115 φ13～50 ※使用については，

事前に管理者と協議

を要する 水道用ステンレス鋼鋼管継手 JWWA G 116 φ13～50 

  
 (2) 分岐用具 

品   名 規 格 等 形状寸法・種類 摘   要 

割丁字管 函館市仕様 
φ75～350×40～200 

（ポリエチレンスリーブ付） 
 

水道用サドル付分水栓 JWWA B 117 φ75～350×20～25  

ポリエチレン管用 
サドル付分水栓 JWWA B 136 

φ40×20 
φ50×20～25 A形（ボール式） 

 

分水サドルバンド JWWA B 136 

準拠品 
φ40～50×13～25 

止水機構なし 
宅内分岐用 

 
 (3) 栓・バルブ類 

品   名 規 格 等 形状寸法・種類 摘   要 

水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 
（ショート形） JWWA B 122 φ75～250（旧函館市地区用：左閉じ） ※φ300 以上は事前に 

管理者と協議を要する φ75～250（旧亀田市地区用：右閉じ） 

水道用ソフトシール仕切弁 
（ショート形） JWWA B 120 φ75～250（旧函館市地区用：左閉じ） ※使用制限について

は次ページに記載 φ75～250（旧亀田市地区用：右閉じ） 

水道用急速空気弁 JWWA B 137 φ75～350×13～25（7.5K）  

地上式消火栓 函館市仕様 φ150（3方向） 村瀬鉄工所製 

水道用止水栓 JWWA B 108 φ13～50（甲形，内ネジ伸縮型）  

水道用減圧弁 JIS B 8410 φ20，25  

水道用逆流防止弁 JWWA B 129 φ13～50（ばね式，単式）  

水道用逆止弁 JIS B 2031 φ75以上(スイング式 10K フランジ形)  

青銅弁（ネジ込み仕切弁） JIS B 2011 φ13～50（10K） 弁棒上昇式 

水道用鋳鉄フランジ 函館市仕様 φ50以上  
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 (4) その他 
 

品  名 規 格 等 形状寸法・種類 摘  要 

仕切弁きょう 函館市仕様 １，２号 JWWA B 110 準拠品 

丸大型路面蓋 函館市仕様 FCD 製 小蓋付き  

コンクリート大・中丸管 函館市仕様 
大 φ750×600  

中 φ450×300 

 

FRP 製仕切弁きょう 函館市仕様 φ13～50(H=0.8，1.2m)  

金蓋付角石 函館市仕様 L 300×W 300×H 140  

ポリエチレンスリーブ JWWA K 158  φ75～350の DIPに被覆する。 

FRP 製バルブ標示杭 函館市仕様 L 45×W 45×H 450  

メーターボックス(A) 函館市仕様 
中 L 480×W 380×H 450 

大 L 610×W 395×H 450 
中(φ13，20)・大(φ25) 

メーターボックス(KA) 函館市仕様 
中 L 445×W 275×H 420 

大 L 580×W 350×H 410 

中(φ13，20)・大(φ25) 

メーター位置改善工事用 

メーターボックス B-1 函館市仕様 L 530×W 380×H 200 
φ13～25(Aボックス使用) 

メーター位置改善工事用 

メーターボックス B-2 

函館市仕様 

L 700×W 400×H 650 
φ13：4個 φ20，25：2個 

φ40：1個 

メーターボックス KB-2 
L 720×W 460×H 650 

逆止弁の通路設置用鋳鉄蓋 

φ13，20：4個 φ25：2個 

φ40：1個 

メーターボックス B-3 

函館市仕様 

L 700×W 600×H 650 
φ13，20：4個 φ25：3個 

φ40：2個 

メーターボックス KB-3 
L 900×W 660×H 650 

逆止弁の通路設置用鋳鉄蓋 

φ13，20：6個 φ25：4個 

φ40：3個 

メーターボックス B-4 函館市仕様 L 1000×W 600×H 650 
φ13，20：6個 φ25：5個 

φ40：3個 φ50：1個 

メーターボックス T-1 函館市仕様 L 1260×W 760×H 900 φ50：1個 

メーターボックス T-2 函館市仕様 L 1560×W 760×H 900 φ75，100：各 1個 

メーターボックス T-3 函館市仕様 L 1800×W 900×H 1150 φ150：1個 

メーター保護ボックス 函館市仕様 軽量コンクリート  

メーター保護ボックス蓋 函館市仕様 
ABS樹脂製, 縞鋼板製 

縞鋼板製チェーン付 

 

 
※ 水道用ソフトシール仕切弁（φ７５～２５０）の使用制限について 

 ○ 次の仕切弁については，水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁とする。 

  ア 水道メーター等の設置用の一次側仕切弁 

  イ 開発行為等で道路上に設置する場合，通常全閉状態（常鎖）として使用する 
箇所や将来常鎖として使用することが想定される仕切弁 

  ウ 配水本管（φ３００以上）からの分岐箇所や流量調整箇所等で，制御して使 

   用することが想定される仕切弁 

 
※ 仕切弁および青銅弁の規格表示について 
 ○ 道路上に設置した弁については，指定事業者が透明フィルムのタグを弁きょう等

の蓋に取付け規格表示する。（施工年度，バルブ機種，口径，開閉方向等，竣工図

等） 
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(5) 違反行為に係る事務処理要綱に定める様式（別紙） 
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第１号様式（第１４条，第１４条の７関係）
主 査 受 付

課 長 主 査 主 査 審査担当

年 月 日

年 月 日 第 号

給 水 装 置 工 事 申 込 書

函館市公営企業管理者企業局長 様

申 込 者

（ 給 水 装 置 所 有 者 ）

給 水 装 置 使 用 者 氏 名

給 水 装 置 設 置 場 所

設 計 審 査 の 申 請 者

（指定給水装置工事事業者）

指 名 給 水 装 置 工 事
主 任 技 術 者 氏 名

工 事 種 別

給 水 装 置 の 用 途

給 水 方 式

分 岐 管 の 種 別

水 道 メ ー タ ー

給 水 管 最 大 口 径

給 水 管 所 有 者 分 岐 承 諾

道 路 種 別

施行者
区 分

分岐箇所から水道メーターまで

水道メーターから末端給水栓まで

着工予定年月日 しゅん工予定年月日年 月 日 年 月 日

年 月 日道 路占用 許可 申請 年 月日 審査 手数料 円

住 所

〒
都道
府県

市郡
区

氏 名

電 話

住 所

氏 名

電 話

技 能 を
有 す る 者

新 設 ・ 改 造 ・ 撤 去

印

印

印

家 庭 用 ・ 一 般 用 ・ 公 衆 浴 場 用

使 用 種 別

直結・増圧・直増併用・受水槽・直受併用 事 前 協 議

分 岐 止

有・無

有・無配 水管・公道給水管・宅地内給水管

口径 mm 個 ・ 口径 mm 個

mm

有 ・ 無

国 道 ・ 道 道 ・ 市 道 ・ 私 道 ・ そ の 他

指定給水装置工事事業者

指定給水装置工事事業者

函館市 町 丁目 （番地）
番 号

（ ） －

（ ） －

受 付 年 月 日 受 付 番 号 整 理 番 号

注１ 手数料については，函館市水道事業給水条例第３４条第２項の規定に基づく。

注２ 工事の施行に当たり，申込者が他人の給水装置から分岐して使用する場合は，裏面の承諾書により必ず承諾
を受けてください。
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給 水 装 置 所 有 者 分 岐 承 諾 書

私は，申込者が私の所有する給水装置から分岐して使用することを承諾します。

承 諾 者

住 所

氏 名 印

給水装置工事に関する企業局との確認事項

手数料 函館市水道事業給水条例第３４条第２項

工事の種別
設計審査手数料

（申請1件につき）

25ﾐﾘﾒｰﾄﾙを超え50ﾐﾘﾒｰﾄﾙまでのもの 5,800円 8,200円

工事検査手数料
（水道メーター1個につき）

新
設
工
事

給水管の最大口径（工事
検査手数料にあつては，
水道メーターの口径）

25ﾐﾘﾒｰﾄﾙまでのもの 3,900円 6,000円

改造または撤去の工事 2,000円 4,100円

50ﾐﾘﾒｰﾄﾙを超えるもの 8,300円 10,400円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－２－ 
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給水装置箇所現場写真 
 

契約番号 設置場所 所有者 施工年月日 施工者名 

 
    町  丁目 

     番   号 
   年 月 日  

 ○．項  目（例 分岐穿孔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○．項  目（例 分岐止め） 
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    軽 微 な 変 更 届  

        年    月   日    

函館市公営企業管理者 企業局長 様

   町   丁目   番   号 

印
電話（  ）

  （備 考）
口径 mm

 修繕箇所
1  給水栓の（ 取替・コマ取替 ）
2  給水栓のパッキン取替
3  ボールタップの故障修理
  ( 取替・パッキン取替・調整 ）

4  その他

給 水装 置設 置場 所

使 用 者 氏 名

副管

修繕施工年月日

水道メーター口径

水道メーター番号

( m3 ) 

       年  月  日 

修 繕完 了の 水 道
メ ー タ ー 指 針

本器

工 事 事 業 者 

住 所

氏 名
ま た は
名 称

届

出

者

お客さま番号 ― ―



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給水装置工事に係る取扱指針 
 

発  行  函 館 市 企 業 局 上 下 水 道 部 

               〒040-0053 函館市末広町 5番 14号 

                         TEL （0138）27-8742 

令和 3年 4月 1日 

 

 


